
平成ユ1 年ダ月' と日判 決 音 渡

目 日 判 決 原 本 領 収

裁判所害記雷 森 脇  敏 磨

平成 19年 (行ヨ)第 119号 損害賠償等 (住民訴訟)請 求控訴事件)同 第151

号附帯控訴事件 (原審 ・東京地方裁判所平成12年 9第 185号 事件)

口頭弁論終結の日 平 成20年 7月 17日

兵庫県尾崎市金楽寺町二丁目2番 33号

控訴人 '附帯被控訴人 (以下 「控訴人」とい う。)

株 式  会  社  タ  ク  マ

上記代表者代表取締役   手    島        肇

上記訴訟代理人弁護士    寺    上    禾    照

同             岩    下    圭    一

同    佐 藤 水 暁

東京都                          "

被控訴人 ・締帯控訴人兼被控訴人 ・鮒帯控訴人 ら (同堀敏明を除

く。)訴 訟代理人弁護士

堀       敏    明

東京都                 ,

被控訴人 。附帯控訴人兼被控訴人 ・附帯控訴人 ら (同関口正人を

除く。)訴 訟代理人弁護士

関   日    正    人

東京都

被控訴人 ・附帯控訴人兼被控訴人 ・附帯控訴人 ら (同谷合周三を

除く。)訴 訟代理人弁護士

谷   合    周    二

上記被控訴人 `附帯控訴人ら3名 (以下 「被控訴人らJと いう。)

訴訟代理人弁護士

高   橋    利    明

決

東 京 高 等 裁 判 所
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